




科学技術基本計画（２００１年９月３０日閣議決定）の概要科学技術基本計画（２００１年９月３０日閣議決定）の概要

科学技術基本法に基づき、第１期科学技術基本計画（平成８～１２年度）に引き続き、
２００１年３月、第２期科学技術基本計画（平成１３～１７年度）が総合科学技術会議の
議論を経て閣議決定され、戦略的重点化と科学技術システム改革について今後の方向
性を提示。

＜第２期科学技術基本計画のポイント＞

科学技術振興のための基本的考え方科学技術振興のための基本的考え方

我が国が目指すべき国の姿

・知の創造と活用により世界に貢献できる国
・国際競争力があり持続的発展ができる国
・安心・安全で質の高い生活のできる国

政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分

・政府研究開発投資の総額２４兆円（ＦＹ13～ＦＹ17）
・研究開発投資の重点化・効率化・透明化

科学技術の戦略的重点化科学技術の戦略的重点化 優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革

○基礎研究の推進

○国家的・社会的課題に対応した研究
開発の重点化

－ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ － ｴﾈﾙｷﾞｰ
－情報通信 － 製造技術
－環境 － 社会基盤
－ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料 － ﾌﾛﾝﾃｨｱ

○急速に発展し得る領域への対応

科学技術活動の国際化の推進科学技術活動の国際化の推進

○研究開発システムの改革
（競争的資金の倍増／研究者の流動性向上／評価システムの改革等）

○産業技術力の強化と産官学連携の仕組みの改革

○地域における科学技術振興のための環境整備

○研究者・技術者の養成と大学等の改革

○科学技術に関する学習の振興、社会のチャンネルの構築

○科学技術に関する倫理と社会的責任

○科学技術振興のための基盤整備（施設整備の重点的整備、知的基盤等）
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